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岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例 

 

岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例（平成２１年岩倉市条例第

２８号）の一部を次のように改正する。 

第３条の次に次の２条を加える。 

（開館時間） 

第３条の２ プラザの開館時間は、午前９時から午後９時３０分までとす

る。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更するこ

とができる。 

（休館日） 

第３条の３ プラザの休館日は、１月１日から１月３日まで及び１２月 

２９日から１２月３１日までとする。ただし、市長が特に必要があると

認めるときは、臨時に開館し、又は臨時に休館することができる。 

第４条の次に次の１条を加える。 

（施設の利用時間） 

第４条の２ 前条各号の施設の利用時間は、次の各号に定める区分に応じ、

当該各号に定める時間とする。ただし、市長が特に必要があると認める

ときは、これを変更することができる。 

(1) 市民活動支援センター 午前９時から午後９時３０分まで 

(2) 子育て支援センター 月曜日から金曜日までの午前９時から午後５

時まで及び土曜日の午前９時から正午まで。ただし、国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。 

(3) 多目的ホール 午前９時から午後９時３０分まで 

第１８条第１項中「第７条」を「第３条の２ただし書及び第３条の３た

だし書中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理

者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて」と、第４条の

２ただし書中「市長が特に必要があると認めるときは、これを」とあるの

は「指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、

第１号及び第３号に定める時間を」と、第７条」に改める。 

 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 


